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 はじめに（「地域産業成長プラン」とは）

➢ 国では高市総理大臣の下で、地方が持つ伸び代を最大限に活用するため、地域ごとの産業クラスター形成などを目的と
する「地域未来戦略」の策定に向けた検討が進められています。

➢ 都道府県には、知事主導の「地域産業成長プラン」の策定が求められており、国は地場産業の成長・発展に向けてプランを
強力に後押しするとしています。

➢ 地域産業成長プランは、「B．地域産業クラスター計画」・「C．地場産業成長プラン」の２つから構成されます。

➢ B．地域産業クラスター計画

✓ 知事主導で形成されるクラスターであって、力を入れる産業分野及び重点支援をすべき企業等を特定し、複数自
治体の連携促進や中堅企業支援策の適用など、政府の施策の戦略的活用をプッシュ型で提案していくことで、その
形成・拡大を目指すもの

➢ Ｃ．地場産業成長プラン

✓ 地方の伸び代である、可能性を秘めた魅力あふれる地域資源（農林水産・食品、観光、スポーツ、伝産品等）につい
て、付加価値の創出と地産外商の推進を図り、地域経済の一層の拡大を目指すもの。

【国】 地域未来戦略
地域ごとの産業クラスター形成と、地場産業の付加価値向上等を支援

【九州経産局】
戦略産業クラスター計画

成長投資促進と一体のインフラ整備等

【熊本県】
地域産業成長プラン
産学官金エコシステム形成
中小企業の人材育成支援等

(A計画) (B計画)・ (C計画)
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 重点支援企業への支援（例）

➢ 地域産業クラスター計画では、産業分野及び重点支援をすべき企業等を特定し、中堅企業支援策の適用することなどに
より、クラスター形成・拡大を目指すものです。

➢ 重点支援企業には、地域経済をけん引するとともに、クラスター形成の核となる役割が求められます。

➢ 産業分野及び重点支援をすべき企業等を特定し、地域産業クラスター計画を策定することで、国の支援策として、「国の支
援施策での審査上の考慮」を受けられることが示されています。

➢ また、重点支援企業として選定された場合、熊本県においても、企業ごとに担当職員を配置し、各種補助金等の情報提供
や経営課題解決に向けた各支援機関へのつなぎなど、伴走支援体制を整備します。

➢ また、従来の地場企業立地促進費補助に新たに設ける「成長促進枠」（※）を有効に活用し、重点支援企業への支援を行い
ます。（※）事業期間：令和８年度～令和１０年度（R8：周知期間、R9～R10：認定期間）

企業１

企業２

企業３

・

・

・

重点支援企業 国における支援策（例）熊本県における支援策（例）

【伴走支援体制】
• 企業ごとに担当職員を配置
• 各種補助金、セミナー、展示会
等の情報提供

• 経営課題解決に向けた各支援
機関へのつなぎ

• 経営者ネットワークの開催
等

【支援メニュー】
• 地場企業立地促進費補助（成
長促進枠） 等

• 関係省庁の支援施策での審査
上の考慮（加点措置等）

例）
大規模成長投資補助金
各省の補助金等【施策を募
集】
関係省庁による支援策

⚫ 支援のイメージ
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重点支援企業への応募条件

・公募の回数は年１回が基本。２回目以降は
時期を明確に示さず、他県の動向等を踏ま
え、実施時期を検討する。
⇒令和８年度の公募は今回限りの想定。
・本プランの計画期間は３年程度。

・重点支援企業数の上限数は３年間で６０社
程度。

⚫ 応募条件

項 目 内容

定性的基準
（総合勘案）

コネクター度 • 域外販売の観点から卓越していること

ハブ度 • 域内仕入の観点から卓越していること

対象分野への合致
• 「半導体産業と半導体ユーザー産業」、「「食のみやこ熊本県」の創造とライフサイエンス産
業」に合致していること

定量的基準 売上高 • 直近の決算で売上高が10億円以上、従業員規模が2,000名以下

その他

伴走支援 • 熊本県庁における伴走支援体制の承諾

ネットワーク • 熊本県庁が開催する重点支援企業を対象とした経営者ネットワークへの参加

➢ 応募条件をご確認いただき、応募様式（様式１・様式２）を作成してください。

➢ 「域外販売」とは、売上高のうち、熊本県外に本社を置く企業との取引高を指します。

➢ 「域内仕入」とは、仕入高のうち、熊本県内に本社を置く企業との取引高を指します。

➢ 「対象分野への合致」とは、熊本県庁が地域産業クラスター計画（いわゆるB計画）で想定している分野を指します。

➢ 「ネットワーク」とは、重点支援企業を対象とした経営者ネットワークに参加していただくことを指します。開催は２回程度
を想定しています。



〇本社所在地：〇〇〇

〇事業概要：〇〇〇

〇常時使用する従業員：〇〇〇名

（202〇年〇月時点）

〇現在の売上高：〇〇億円

（ 202〇年〇月期）

〇法人番号：〇〇〇

〇Web：〇〇〇

株式会社○○○○（○○業）

企業ロゴ

事業所や製品の写真等

様式１

企業理念

現状認識

基本戦略

投資の具体像

地域へのインパクト

目指すべき姿
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応募手続き・スケジュール

１．応募先

熊本県商工労働部産業振興局産業支援課

問い合わせ先：産業支援課 尾崎、荒木（TEL：096-333-2319）

２．募集期間

令和８年（２０２６年）５月15日（金）～令和８年（２０２６年）6月1日（月）正午

３．応募書類（メールでデータを提出してください ： sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp）

• 応募申請書（様式１・様式２）

• 直近１期分の決算書

• 企業概要（パンフレット等）

４．スケジュール（予定）

① 応募申請書提出 令和８年（2026年）6月1日（月）正午まで

② 地域産業クラスター計画の素案作成 令和８年（2026年）６月中

③ 地域産業クラスター計画の策定・提出 令和８年（2026年）７月１５日（水）

④ 伴走支援期間 国における地域産業クラスター計画の公表以降
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応募にあたっての留意事項

➢ 熊本県の重点支援企業に選定されたことをもって、国の支援施策（補助金等）の適用、採択をお約束するも
のではありません。また、熊本県の各種補助金の適用、採択をお約束するものではありません。

➢ 業種は、日本標準産業分類をもとに、営む事業の内容と実態から判断します。

➢ 業種区分の定義に当てはめることが難しい事業や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど、判断が難
しい場合は、「その他の業種」として判定します。

➢ 申請書については、できるだけ具体的に記載してください。

➢ 選定された企業は、企業名・事業内容等を公表します。

➢ 企業における個別の投資案件を公表することはありません。
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